
（ 3） 橋りょう工事における床版防水工の設計に当たり、道路橋床版防水便覧に定められて
いる要求性能を満たすことを前提として、設計条件等により特定の床版防水層を使用
しなければならない特段の理由がなく床版防水層の候補が複数ある場合は、経済性を
比較検討して最も経済的なものを選定する必要があることなどを明確化した上で、事
業主体に対してその内容を周知することなどにより経済的な設計となるよう改善させ
たもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省
（項）道路交通安全対策事業費 等

東日本大震災復興特別会計 （組織）国土交通本省
（項）東日本大震災復興事業費 等

部 局 等 直轄事業 6地方整備局等
補助事業等 20道府県

事業及び補助等
の根拠

道路法（昭和 27年法律第 180号）等

事 業 主 体 直轄事業 9国道事務所等
補助事業等 道、 2府、16県、227市町村
計 255事業主体

床版防水工の概
要

橋りょうの新設工事及び補修工事の際に、床版の防水を目的として、
床版と舗装の間に床版防水層を設けるもの

床版防水工を含
む橋りょうの新
設工事及び補修
工事に係る契約
件数及び契約金
額

直轄事業 146件 350億 0603万余円（令和 2、 3両年度）
補助事業 1,299件 794億 3950万余円（令和 2、 3両年度）

床版防水工に係
る積算額

直轄事業 4億 9559万余円（令和 2、 3両年度）
補助事業 15億 8875万余円（令和 2、 3両年度）
（国庫補助金等相当額 9億 0996万余円）

設計条件等によ
り特定の床版防
水層を使用しな
ければならない
特段の理由がな
く要求性能を満
たす床版防水層
の候補が複数あ
るにもかかわら
ず、経済性を比
較検討して最も
経済的な床版防
水層を選定して
いなかった事業
主体数及び床版
防水工の積算額

直轄事業 9事業主体 1億 5494万余円（令和 2、 3両年度）
補助事業 246事業主体 10億 9361万余円（令和 2、 3両年度）
（国庫補助金等相当額 6億 2184万余円）

上記のうち最も
経済的な床版防
水層を選定する
ことにより低減
できた積算額

直轄事業 2173万円
補助事業 9069万円
（国庫補助金等相当額 5586万円）
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1 橋りょう工事における床版防水工の概要
⑴ 橋りょう工事における床版防水層の概要
国土交通省は、道路法（昭和 27年法律第 180号）等に基づき、道路整備事業等として国が
行う直轄事業又は地方公共団体が行う国庫補助事業等において、橋りょうの新設工事及び
補修工事を多数実施している。
国土交通省の国道事務所等、都道府県及び市区町村（以下、これらを「事業主体」とい

う。）は、橋りょうの新設工事及び補修工事の設計に当たっては、「道路橋示方書・同解説」
（社団法人日本道路協会編）に基づき行っている。これによれば、橋りょうの鉄筋コンクリー
トの床版（以下「床版」という。）について、アスファルト舗装とする場合は床版防水層等を
設けなければならないこととされている。そして、事業主体は、床版防水層を設置する床
版防水工の設計を、「道路橋床版防水便覧」（社団法人日本道路協会編。以下「便覧」という。）
や便覧に基づくなどして作成された基準に基づいて行うこととしている。
⑵ 床版防水層の設計
床版防水層は、床版の防水を目的として、床版と舗装の間に設けられるものである。便
覧によれば、床版防水層には、防水性、接着性、耐熱性等の性能が要求されている（以
下、これらの性能を「要求性能」という。）。床版防水工の設計に当たっては、図のとおり、
床版の条件、施工条件、経済性等の設計条件を整理して、設計条件に応じた要求性能を満
たしたものの中から最適な床版防水層を選定することが重要であるとされている。そし
て、床版防水層の候補が複数ある場合は、優先すべき要求性能に優れた最適な床版防水層
を選定することなどとされている。床版防水層の選定に当たっては、床版防水層が要求性
能を保持していることを確認するとされていて、基本照査試験

（注 1）
において便覧に示されてい

る規格値等を満たすことなどが最低限必要であるとされている（以下、基本照査試験等に
おいて求められる所要の性能を「基本性能」という。）。また、必要に応じて、追加照査試験

（注 2）

を実施した上で、床版防水層を選定してもよいとされている。
なお、便覧には、床版防水層の選定に当たり、整理すべき設計条件の一つとされている
経済性をどのように考慮するかについては記載されていない。
便覧によれば、床版防水層は、防水シートを床版に接着するシート系床版防水層と防水
材を現場で溶解等させて床版に塗膜を形成する塗膜系床版防水層の二つに大別されてお
り、基本性能を満たす床版防水層は、シート系床版防水層及び塗膜系床版防水層のいずれ
にも存在している。
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図 床版防水層の選定フロー

設計条件の整理

1) 基本項目

2) 床版の条件

3) 舗装の条件

4) 自然環境条件

5) 施工条件

6) 維持管理計画

7) 経済性

要求性能の確認

1) 基本照査試験

2) 追加照査試験の要否、選択

床版防水層の選定

1) 床版防水層の候補選定

2) 最適な床版防水層の選定

出典：社団法人日本道路協会「道路橋床版防水便覧」
そして、国土交通省は、床版防水層の選定に当たっては、便覧に定められている要求性
能を満たすことを前提として、設計条件等により特定の床版防水層を使用しなければなら
ない特段の理由がある場合を除き、床版防水層の候補が複数ある場合は、最も経済的な床
版防水層を選定する必要があるとしている。
（注 1） 基本照査試験 床版防水層が、防水性、接着性等の基本性能を保持していることを確

認するために必要不可欠な、防水性試験や引張接着試験等の試験

（注 2） 追加照査試験 設計条件等を踏まえて、耐久性や施工性に関してより高い性能を要求

することが必要と認められる場合に、基本照査試験に加えて行う試験

⑶ 床版防水工の単価差
事業主体は、床版防水工の積算に当たっては、市場単価を用いるなどしており、令和 3

年度末時点における塗膜系床版防水層の市場単価は、シート系床版防水層の市場単価に比
べて 1㎡当たり 350円から 460円安価なものとなっている。

2 検査の結果
（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、床版防水工の設計に当たり、床版防水層が適切に選定され
ているかなどに着眼して、国土交通本省、10地方整備局等

（注 3）
管内の 18国道事務所等

（注 4）
及び 20

道府県
（注 5）

において、18国道事務所等、20道府県及び 322市町村の計 360事業主体が、 2、 3

両年度に実施した床版防水工を含む橋りょう工事計 1,445件（直轄事業 146件（契約金額 350

億 0603万余円、床版防水工に係る積算額 4億 9559万余円）、国庫補助事業等 1,299件（契約
金額 794億 3950万余円、床版防水工に係る積算額 15億 8875万余円（国庫補助金等相当額 9

億 0996万余円）））を対象として、設計図書等の書類を確認するなどして会計実地検査を行う
とともに、上記の 360事業主体から床版防水層の要求性能等に関する調書の提出を受けてそ
の内容を確認するなどして検査した。
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（注 3） 10地方整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局、

北海道開発局、沖縄総合事務局

（注 4） 18国道事務所等 磐城、高崎、千葉、長岡、高山、飯田、京都、松江、岡山、福岡各

国道事務所、仙台、姫路、徳島、宮崎各河川国道事務所、札幌、函館、釧路各開発

建設部、北部国道事務所

（注 5） 20道府県 北海道、京都、大阪両府、山形、茨城、埼玉、新潟、石川、福井、山梨、

愛知、三重、滋賀、鳥取、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、宮崎各県

（検査の結果）

検査したところ、前記の 360事業主体は、床版防水工の設計に当たり、設計条件を整理
し、便覧に定められている要求性能を満たすことを前提として、床版防水層を選定してい
た。そして、床版防水層の選定方法についてみると、上記のうち 185事業主体の 576橋にお
いては、経済性を比較検討して最も経済的な床版防水層を選定していたもの、又は関係機関
との調整等の設計条件等により特定の床版防水層を使用しなければならない特段の理由が
あったものとなっていた。一方、255事業主体（直轄事業 9事業主体、補助事業 246事業主
体）の 1,098橋においては、便覧にシート系床版防水層の方が防水性等の性能が優れている
と記載されていることなどから、防水性等の性能といった経済性以外の理由により複数の床
版防水層の候補の中から選定していたもの、又は特段の理由がないにもかかわらず特定の床
版防水層を使用することとしていたものとなっていた。
しかし、上記の 255事業主体がそれぞれの橋りょうの床版防水工において床版防水層に求
めていた要求性能は、基本性能を満たせば良いものとなっており、これを満たす床版防水層
は、シート系床版防水層及び塗膜系床版防水層のいずれにも存在していた。このことから、
1,098橋の床版防水工については要求性能を満たす床版防水層の候補が複数あることになる
ため、いずれも経済性を比較検討して最も経済的な床版防水層を選定する必要があったと認
められた。
このように、床版防水工の設計に当たり、設計条件等により特定の床版防水層を使用しな
ければならない特段の理由がなく要求性能を満たす床版防水層の候補が複数あるにもかかわ
らず、経済性を比較検討して最も経済的なものを選定していなかった事態は適切ではなく、
改善の必要があると認められた。
（低減できた床版防水工に係る積算額）

前記 255事業主体の 1,098橋の床版防水工に係る積算額直轄事業 1億 5494万余円、国庫
補助事業等 10億 9361万余円（国庫補助金等相当額 6億 2184万余円）について、経済性を比
較検討して最も経済的な床版防水層を選定したとして改めて試算すると、直轄事業 1億
3320万余円、国庫補助事業等 10億 0291万余円（国庫補助金等相当額 5億 6597万余円）とな
り、直轄事業 2173万余円、国庫補助事業等 9069万余円（国庫補助金等相当額 5586万余円）
それぞれ低減できたと認められた。
（発生原因）

このような事態が生じていたのは、橋りょう工事の床版防水工の設計に当たり、事業主体
において、経済性を比較検討して最も経済的なものを選定する必要性についての理解が十分
でなかったことなどにもよるが、国土交通本省において、便覧に定められている要求性能を
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満たすことを前提として、設計条件等により特定の床版防水層を使用しなければならない特

段の理由がなく床版防水層の候補が複数ある場合は、経済性を比較検討して最も経済的な床

版防水層を選定する必要があることを明確化しておらず、事業主体に対する周知等が十分で

なかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通本省は、橋りょう工事の床版防水工の設計

に当たっては、便覧に定められている要求性能を満たすことを前提として、設計条件等によ

り特定の床版防水層を使用しなければならない特段の理由がなく床版防水層の候補が複数あ

る場合は、経済性を比較検討して最も経済的なものを選定する必要があることなどを明確化

した上で、 5年 8月に、事務連絡を発出し事業主体に対してその内容を周知するなどして経

済的な設計となるよう処置を講じた。
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